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(57)【要約】
【課題】  有用な生体情報を提供することができる生体
情報測定装置。
【解決手段】  血圧値などの生体情報の測定を行なうユ
ーザは、生体情報測定装置に測定を行なう場所と測定時
のユーザの状況とを入力する（Ｓ１０１，１０３）。こ
れらの入力がなされた後に、次のステップに進む（Ｓ１
０２，１０４）。さらに音声によって詳細な情報や質問
等を入力することもできる（Ｓ１０６～１０８）。以上
の入力が終わると、生体情報の測定が行なわれ（Ｓ１０
９～１１１）、同時に気温などの環境値や日時の情報も
取得される（Ｓ１１２，１１３）。これらのデータは生
体情報測定装置に記憶され（Ｓ１１４）、また表示部に
表示される（Ｓ１１５）。これらのデータを送信する場
合は、送信準備として測定値に入力情報などが付加され
たファイルが作成され、ネットワークを経由してホスト
コンピュータに送信される（Ｓ１１７，１１８）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ユーザの生体情報を測定する生体情報測
定手段と、
前記測定を行なう測定場所の情報を入力する測定場所情
報入力手段とを備える、生体情報測定装置。
【請求項２】  前記生体情報測定手段は、前記測定場所
の情報が入力された後に、前記ユーザの生体情報を測定
する、請求項１に記載の生体情報測定装置。
【請求項３】  前記測定場所情報入力手段は、測定場所
情報として、家庭と、病院と、自動車内と、屋外と、職
場との少なくとも１つを入力する、請求項１または２に
記載の生体情報測定装置。
【請求項４】  ユーザの生体情報を測定する生体情報測
定手段と、
前記測定を行なう測定状況の情報を入力する測定状況情
報入力手段とを備える、生体情報測定装置。
【請求項５】  前記生体情報測定手段は、前記測定状況
の情報が入力された後に、前記ユーザの生体情報を測定
する、請求項４に記載の生体情報測定装置。
【請求項６】  前記測定状況情報入力手段は、測定状況
情報として、前記ユーザの前記測定時の情報である、起
床後と、運動後と、食事前と、食事後と、喫煙後と、入
浴後と、排便前と、排便後との少なくとも１つを入力す
る、請求項４または５に記載の生体情報測定装置。
【請求項７】  前記測定状況情報入力手段は、測定状況
情報として、前記ユーザの前記測定時の体調の情報であ
る、良好と、普通と、不調との少なくとも１つを入力す
る、請求項４または５に記載の生体情報測定装置。
【請求項８】  前記測定状況情報入力手段は、測定状況
情報として、前記ユーザの前記測定時の姿勢の情報であ
る、立位と、座位と、臥位との少なくとも１つを入力す
る、請求項４または５に記載の生体情報測定装置。
【請求項９】  前記測定場所情報入力手段と、前記測定
状況情報入力手段とが、同一の入力手段で実現できるよ
う、入力対象の切換えを行なう切換手段をさらに備え
る、請求項１～８のいずれかに記載の生体情報測定装
置。
【請求項１０】  前記測定を行なう環境の条件を測定す
る環境条件測定手段をさらに備える、請求項１～９のい
ずれかに記載の生体情報測定装置。
【請求項１１】  前記ユーザが音声により情報の入力を
行なう音声情報入力手段をさらに備える、請求項１～１
０のいずれかに記載の生体情報測定装置。
【請求項１２】  電気通信回線を介して通信を行なう通
信手段をさらに備え、
前記通信手段は、前記測定場所の情報と、前記測定状況
の情報と、前記測定された環境の条件と、前記音声情報
との少なくとも１つと、前記測定された生体情報と、当
該生体情報測定装置を識別するための識別子とを前記電
気通信回線を介して他の機器に送信する、請求項１～１
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１のいずれかに記載の生体情報測定装置。
【請求項１３】  前記測定場所の情報と、前記測定状況
の情報と、前記測定された環境の条件と、前記音声情報
との少なくとも１つと、前記測定された生体情報と、当
該生体情報測定装置を識別するための識別子とを記憶装
置に格納する格納手段をさらに備える、請求項１～１２
のいずれかに記載の生体情報測定装置。
【請求項１４】  前記記憶装置は、当該生体情報測定装
置に内蔵される記憶装置と、当該生体情報測定装置に着
脱可能な記憶装置とのいずれか一方である、請求項１３
に記載の生体情報測定装置。
【請求項１５】  前記通信手段で前記他の機器に対して
送信が完了すると、前記記憶装置に格納された情報を消
去する消去手段をさらに備える、請求項１２～１４のい
ずれかに記載の生体情報測定装置。
【請求項１６】  前記消去手段は、前記通信手段によっ
て前記他の機器から受信完了信号を受信することで実行
される、請求項１５に記載の生体情報測定装置。
【請求項１７】  電気通信回線を介して、他の機器と通
信を行なう通信手段と、
前記通信手段で、請求項１～１６のいずれかに記載の生
体情報測定装置から受信したファイルであって、前記測
定場所の情報と、前記測定状況の情報と、前記測定され
た環境の条件と、前記音声情報との少なくとも１つと、
前記測定された生体情報と、前記生体情報測定装置を識
別するための識別子とを含むファイルを記憶する記憶手
段とを備える、生体情報管理装置。
【請求項１８】  前記ファイルは、前記生体情報測定装
置を識別するための識別子に替えて、前記測定を行なっ
たユーザのカルテ番号を含む、請求項１７に記載の生体
情報管理装置。
【請求項１９】  前記通信手段で、前記ファイルの閲覧
を希望するユーザのパスワードと、閲覧を希望するファ
イルに含まれるカルテ番号とを受信し、
前記受信したパスワードを照会する照会手段と、
前記照会手段において、前記ユーザの前記ファイルの閲
覧が許可されると、前記カルテ番号に基づいて、前記フ
ァイルを抽出する第１の抽出手段とをさらに備える、請
求項１８に記載の生体情報管理装置。
【請求項２０】  前記ファイルを閲覧したユーザから入
力される情報を、前記ファイルに追記する追記手段をさ
らに備える、請求項１９に記載の生体情報管理装置。
【請求項２１】  前記通信手段で、生体情報の測定を行
なったユーザからパスワードを受信し、
前記パスワードに基づいて、前記ユーザの生体情報を含
むファイルを抽出する第２の抽出手段をさらに備える、
請求項１７～２０のいずれかに記載の生体情報管理装
置。
【請求項２２】  電気通信回線で接続された請求項１～
１６のいずれかに記載の生体情報測定装置と、請求項１
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７～２１のいずれかに記載の生体情報管理装置とからな
る、生体情報測定システム。
【請求項２３】  生体情報測定装置を用いて生体情報を
測定する方法であって、
ユーザの生体情報を測定する生体情報測定ステップと、
前記測定を行なう測定場所の情報を入力する測定場所情
報入力ステップとを備える、生体情報測定方法。
【請求項２４】  前記生体情報測定ステップは、前記測
定場所の情報が入力された後に、前記ユーザの生体情報
を測定する、請求項２３に記載の生体情報測定方法。
【請求項２５】  前記測定場所情報入力ステップは、測
定場所情報として、家庭と、病院と、自動車内と、屋外
と、職場との少なくとも１つを入力する、請求項２３ま
たは２４に記載の生体情報測定方法。
【請求項２６】  生体情報測定装置を用いて生体情報を
測定する方法であって、
ユーザの生体情報を測定する生体情報測定ステップと、
前記測定を行なう測定状況の情報を入力する測定状況情
報入力ステップとを備える、生体情報測定方法。
【請求項２７】  前記生体情報測定ステップは、前記測
定状況の情報が入力された後に、前記ユーザの生体情報
を測定する、請求項２６に記載の生体情報測定方法。
【請求項２８】  前記測定状況情報入力ステップは、測
定状況情報として、前記ユーザの前記測定時の情報であ
る、起床後と、運動後と、食事前と、食事後と、喫煙後
と、入浴後と、排便前と、排便後との少なくとも１つを
入力する、請求項２６または２７に記載の生体情報測定
方法。
【請求項２９】  前記測定状況情報入力ステップは、測
定状況情報として、前記ユーザの前記測定時の体調の情
報である、良好と、普通と、不調との少なくとも１つを
入力する、請求項２６または２７に記載の生体情報測定
方法。
【請求項３０】  前記測定状況情報入力ステップは、測
定状況情報として、前記ユーザの前記測定時の姿勢の情
報である、立位と、座位と、臥位との少なくとも１つを
入力する、請求項２６または２７に記載の生体情報測定
方法。
【請求項３１】  前記測定場所情報入力ステップと、前
記測定状況情報入力ステップとが、同一の入力ステップ
で実現できるよう、入力対象の切換えを行なう切換ステ
ップをさらに備える、請求項２３～３０のいずれかに記
載の生体情報測定方法。
【請求項３２】  前記測定を行なう環境の条件を測定す
る環境条件測定ステップをさらに備える、請求項２３～
３１のいずれかに記載の生体情報測定方法。
【請求項３３】  前記ユーザが音声により情報の入力を
行なう音声情報入力ステップをさらに備える、請求項２
３～３２のいずれかに記載の生体情報測定方法。
【請求項３４】  電気通信回線を介して通信を行なう通
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信ステップをさらに備え、
前記通信ステップは、前記測定場所の情報と、前記測定
状況の情報と、前記測定された環境の条件と、前記音声
情報との少なくとも１つと、前記測定された生体情報
と、前記測定を行なった生体情報測定装置を識別するた
めの識別子とを前記電気通信回線を介して他の機器に送
信する、請求項２３～３３のいずれかに記載の生体情報
測定方法。
【請求項３５】  前記測定場所の情報と、前記測定状況
の情報と、前記測定された環境の条件と、前記音声情報
との少なくとも１つと、前記測定された生体情報と、前
記生体情報測定装置を識別するための識別子とを記憶装
置に格納する格納ステップをさらに備える、請求項２３
～３４のいずれかに記載の生体情報測定方法。
【請求項３６】  前記記憶装置は、前記生体情報測定装
置に内蔵される記憶装置と、前記生体情報測定装置に着
脱可能な記憶装置とのいずれか一方である、請求項３５
に記載の生体情報測定方法。
【請求項３７】  前記通信ステップで前記他の機器に対
して送信が完了すると、前記記憶装置に格納された情報
を消去する消去ステップをさらに備える、請求項３４～
３６のいずれかに記載の生体情報測定方法。
【請求項３８】  前記消去ステップは、前記通信ステッ
プによって前記他の機器から受信完了信号を受信するこ
とで実行される、請求項３７に記載の生体情報測定方
法。
【請求項３９】  生体情報管理装置において生体情報を
管理する方法であって、
電気通信回線を介して、他の機器と通信を行なう通信ス
テップと、
前記通信ステップで、請求項１～１６のいずれかに記載
の生体情報測定装置から受信したファイルであって、前
記測定場所の情報と、前記測定状況の情報と、前記測定
された環境の条件と、前記音声情報との少なくとも１つ
と、前記測定された生体情報と、前記生体情報測定装置
を識別するための識別子とを含むファイルを記憶手段に
格納する格納ステップとを備える、生体情報管理方法。
【請求項４０】  前記ファイルは、前記生体情報測定装
置を識別するための識別子に替えて、前記測定を行なっ
たユーザのカルテ番号を含む、請求項３９に記載の生体
情報管理方法。
【請求項４１】  前記通信ステップで、前記ファイルの
閲覧を希望するユーザのパスワードと、閲覧を希望する
ファイルに含まれるカルテ番号とを受信し、
前記受信したパスワードを照会する照会ステップと、
前記照会ステップにおいて、前記ユーザの前記ファイル
の閲覧が許可されると、前記カルテ番号に基づいて、前
記ファイルを抽出する第１の抽出ステップとをさらに備
える、請求項４０に記載の生体情報管理方法。
【請求項４２】  前記ファイルを閲覧したユーザから入
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力される情報を、前記ファイルに追記する追記ステップ
をさらに備える、請求項４１に記載の生体情報管理方
法。
【請求項４３】  前記通信ステップで、生体情報の測定
を行なったユーザからパスワードを受信し、
前記パスワードに基づいて、前記ユーザの生体情報を含
むファイルを抽出する第２の抽出ステップをさらに備え
る、請求項３９～４２のいずれかに記載の生体情報管理
方法。
【請求項４４】  コンピュータに生体情報の測定を実行
させる、コンピュータ読取可能なプログラムであって、
ユーザの生体情報を測定する生体情報測定ステップと、
前記測定を行なう測定場所の情報を入力する測定場所情
報入力ステップとをコンピュータに実行させる、生体情
報測定プログラム。
【請求項４５】  前記生体情報測定ステップは、前記測
定場所の情報が入力された後に、前記ユーザの生体情報
を測定する、請求項４４に記載の生体情報測定プログラ
ム。
【請求項４６】  前記測定場所情報入力ステップは、測
定場所情報として、家庭と、病院と、自動車内と、屋外
と、職場との少なくとも１つを入力する、請求項４４ま
たは４５に記載の生体情報測定プログラム。
【請求項４７】  コンピュータに生体情報の測定を実行
させる、コンピュータ読取可能なプログラムであって、
ユーザの生体情報を測定する生体情報測定ステップと、
前記測定を行なう測定状況の情報を入力する測定状況情
報入力ステップとをコンピュータに実行させる、生体情
報測定プログラム。
【請求項４８】  前記生体情報測定ステップは、前記測
定状況の情報が入力された後に、前記ユーザの生体情報
を測定する、請求項４７に記載の生体情報測定プログラ
ム。
【請求項４９】  前記測定状況情報入力ステップは、測
定状況情報として、前記ユーザの前記測定時の情報であ
る、起床後と、運動後と、食事前と、食事後と、喫煙後
と、入浴後と、排便前と、排便後との少なくとも１つを
入力する、請求項４７または４８に記載の生体情報測定
プログラム。
【請求項５０】  前記測定状況情報入力ステップは、測
定状況情報として、前記ユーザの前記測定時の体調の情
報である、良好と、普通と、不調との少なくとも１つを
入力する、請求項４７または４８に記載の生体情報測定
プログラム。
【請求項５１】  前記測定状況情報入力ステップは、測
定状況情報として、前記ユーザの前記測定時の姿勢の情
報である、立位と、座位と、臥位との少なくとも１つを
入力する、請求項４７または４８に記載の生体情報測定
プログラム。
【請求項５２】  前記測定場所情報入力ステップと、前
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記測定状況情報入力ステップとが、同一の入力ステップ
で実現できるよう、入力対象の切換えを行なう切換ステ
ップをさらに備える、請求項４４～５１のいずれかに記
載の生体情報測定プログラム。
【請求項５３】  前記測定を行なう環境の条件を測定す
る環境条件測定ステップをさらに備える、請求項４４～
５２のいずれかに記載の生体情報測定プログラム。
【請求項５４】  前記ユーザが音声により情報の入力を
行なう音声情報入力ステップをさらに備える、請求項４
４～５３のいずれかに記載の生体情報測定プログラム。
【請求項５５】  電気通信回線を介して通信を行なう通
信ステップをさらに備え、
前記通信ステップは、前記測定場所の情報と、前記測定
状況の情報と、前記測定された環境の条件と、前記音声
情報との少なくとも１つと、前記測定された生体情報
と、前記測定を行なった生体情報測定装置を識別するた
めの識別子とを前記電気通信回線を介して他の機器に送
信する、請求項４４～５４のいずれかに記載の生体情報
測定プログラム。
【請求項５６】  前記測定場所の情報と、前記測定状況
の情報と、前記測定された環境の条件と、前記音声情報
との少なくとも１つと、前記測定された生体情報と、前
記生体情報測定装置を識別するための識別子とを記憶装
置に格納する格納ステップをさらに備える、請求項４４
～５５のいずれかに記載の生体情報測定プログラム。
【請求項５７】  前記記憶装置は、前記生体情報測定装
置に内蔵される記憶装置と、前記生体情報測定装置に着
脱可能な記憶装置とのいずれか一方である、請求項５６
に記載の生体情報測定プログラム。
【請求項５８】  前記通信ステップで前記他の機器に対
して送信が完了すると、前記記憶装置に格納された情報
を消去する消去ステップをさらに備える、請求項５５～
５７のいずれかに記載の生体情報測定プログラム。
【請求項５９】  前記消去ステップは、前記通信ステッ
プによって前記他の機器から受信完了信号を受信するこ
とで実行される、請求項５８に記載の生体情報測定プロ
グラム。
【請求項６０】  コンピュータに生体情報の管理を実行
させる、コンピュータ読取可能なプログラムであって、
電気通信回線を介して、他の機器と通信を行なう通信ス
テップと、
前記通信ステップで、請求項１～１６のいずれかに記載
の生体情報測定装置から受信したファイルであって、前
記測定場所の情報と、前記測定状況の情報と、前記測定
された環境の条件と、前記音声情報との少なくとも１つ
と、前記測定された生体情報と、前記生体情報測定装置
を識別するための識別子とを含むファイルを記憶手段に
格納する格納ステップとをコンピュータに実行させる、
生体情報管理プログラム。
【請求項６１】  前記ファイルは、前記生体情報測定装
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7
置を識別するための識別子に替えて、前記測定を行なっ
たユーザのカルテ番号を含む、請求項６０に記載の生体
情報管理プログラム。
【請求項６２】  前記通信ステップで、前記ファイルの
閲覧を希望するユーザのパスワードと、閲覧を希望する
ファイルに含まれるカルテ番号とを受信し、
前記受信したパスワードを照会する照会ステップと、
前記照会ステップにおいて、前記ユーザの前記ファイル
の閲覧が許可されると、前記カルテ番号に基づいて、前
記ファイルを抽出する第１の抽出ステップとをさらに備
える、請求項６１に記載の生体情報管理プログラム。
【請求項６３】  前記ファイルを閲覧したユーザから入
力される情報を、前記ファイルに追記する追記ステップ
をさらに備える、請求項６２に記載の生体情報管理プロ
グラム。
【請求項６４】  前記通信ステップで、生体情報の測定
を行なったユーザからパスワードを受信し、
前記パスワードに基づいて、前記ユーザの生体情報を含
むファイルを抽出する第２の抽出ステップをさらに備え
る、請求項６０～６３のいずれかに記載の生体情報管理
プログラム。
【請求項６５】  請求項４４～５９のいずれかに記載の
生体情報測定プログラムを記録した、コンピュータ読取
可能な記録媒体。
【請求項６６】  請求項６０～６４のいずれかに記載の
生体情報管理プログラムを記録した、コンピュータ読取
可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は生体情報測定装
置、生体情報管理装置、生体情報測定システム、生体情
報測定方法、生体情報管理方法、生体情報測定プログラ
ム、該プログラムを記録した記録媒体、生体情報管理プ
ログラム、および該プログラムを記録した記録媒体に関
し、特に、有用な情報を提供することができる生体情報
測定装置、生体情報管理装置、生体情報測定システム、
生体情報測定方法、生体情報管理方法、生体情報測定プ
ログラム、該プログラムを記録した記録媒体、生体情報
管理プログラム、および該プログラムを記録した記録媒
体に関する。
【０００２】
【従来の技術】血圧値や血糖値などの生体情報を測定す
る場合において、測定場所（Place）、測定時点（Tim
e）、および測定状況（Occasion）などのＴＰＯ情報
は、きわめて重要な要素である。なぜなら、測定結果を
検討する上で、単なる測定結果だけではなく、その測定
がどのような場所で、どのような状況の下で行なわれた
かという観点は無視できないものだからである。
【０００３】例えば、血糖値は、食事の前後では大きく
異なり、通常の健康状態の人であっても、食後には急激
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な血糖値の上昇が観察されるのが普通である。また、尿
中の糖の値である尿糖値も、通常は検出されない人が、
痛飲した翌朝などには一過的に尿糖が検出されることは
散見されることである。またさらに、同じ時刻における
血圧の測定結果であっても、起床直後の状態における測
定値か、散歩直後の状態における測定値か、によって、
その血圧値の臨床的意味も大きく異なる。また、測定場
所によって血圧値が変化する場合がある。例えば「白衣
性高血圧」といわれる症状においては、家庭での日常生
活中の血圧値より、病院で白衣の医師や看護婦の前で測
定した血圧値の方が高値であり、高血圧症の一事例とさ
れている。
【０００４】一方、近年、セルフメディケイションとい
われる健康状態の自己管理や在宅医療などが提唱され、
各種の生体情報を自ら測定して自己管理を行なうことが
求められるようになっている。そこで、自己管理を可能
にするため、在宅で各種生体情報が簡易に測定でき、小
型で携帯性に優れ、さらに屋外でも利用できる様々な生
体情報の測定機器が開発されている。またさらに、在宅
の患者と医療機関との間に通信手段を設け、測定された
生体情報を医療機関に送信することで、医師からの問診
や指示を得ることのできる医療システムも提案されてい
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うに開発された測定機器やシステムでは、測定状況など
のＴＰＯ情報の入力が不可欠である構成をとっているも
のがなく、適切な判断を行なうことのできる測定結果を
得ることができない場合もあった。このため、自らの健
康維持の自己管理を行なう上においても、また医師が診
断を行なう上においても測定値のみから判断しなければ
ならず、適切な自己管理や診断を行なうための判断が難
しいという問題があった。
【０００６】このような問題に鑑み、本発明において
は、有用な情報を提供することにより、より適切な自己
管理や診断治療を実現できる生体情報測定装置、生体情
報管理装置、生体情報測定システム、生体情報測定方
法、生体情報管理方法、生体情報測定プログラム、該プ
ログラムを記録した記録媒体、生体情報管理プログラ
ム、および該プログラムを記録した記録媒体を提供する
ことを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明のある局面に従うと、生体情報測定装置は、
ユーザの生体情報を測定する生体情報測定手段と、測定
を行なう測定場所の情報を入力する測定場所情報入力手
段とを備える。
【０００８】上述の生体情報測定手段は、測定場所の情
報が入力された後に、ユーザの生体情報を測定すること
が望ましい。
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【０００９】上述の測定場所情報入力手段は、測定場所
情報として、家庭と、病院と、自動車内と、屋外と、職
場との少なくとも１つを入力することが望ましい。
【００１０】本発明の他の局面に従うと、生体情報測定
装置は、ユーザの生体情報を測定する生体情報測定手段
と、測定を行なう測定状況の情報を入力する測定状況情
報入力手段とを備える。
【００１１】上述の生体情報測定手段は、測定状況の情
報が入力された後に、ユーザの生体情報を測定すること
が望ましい。
【００１２】上述の測定状況情報入力手段は、測定状況
情報として、ユーザの測定時の情報である、起床後と、
運動後と、食事前と、食事後と、喫煙後と、入浴後と、
排便前と、排便後との少なくとも１つを入力することが
望ましい。
【００１３】また上述の測定状況情報入力手段は、測定
状況情報として、ユーザの測定時の体調の情報である、
良好と、普通と、不調との少なくとも１つを入力するこ
とが望ましい。
【００１４】さらに上述の測定状況情報入力手段は、測
定状況情報として、ユーザの測定時の姿勢の情報であ
る、立位と、座位と、臥位との少なくとも１つを入力す
ることが望ましい。
【００１５】また生体情報測定装置は、測定場所情報入
力手段と、測定状況情報入力手段とが、同一の入力手段
で実現できるよう、入力対象の切換えを行なう切換手段
をさらに備えることが望ましい。
【００１６】さらに生体情報測定装置は、測定を行なう
環境の条件を測定する環境条件測定手段をさらに備える
ことが望ましい。
【００１７】またさらに生体情報測定装置は、ユーザが
音声により情報の入力を行なう音声情報入力手段をさら
に備えることが望ましい。
【００１８】また生体情報測定装置は、電気通信回線を
介して通信を行なう通信手段をさらに備え、通信手段
は、測定場所の情報と、測定状況の情報と、測定された
環境の条件と、音声情報との少なくとも１つと、測定さ
れた生体情報と、当該生体情報測定装置を識別するため
の識別子とを電気通信回線を介して他の機器に送信する
ことが望ましい。
【００１９】さらに生体情報測定装置は、測定場所の情
報と、測定状況の情報と、測定された環境の条件と、音
声情報との少なくとも１つと、測定された生体情報と、
当該生体情報測定装置を識別するための識別子とを記憶
装置に格納する格納手段をさらに備えることが望まし
い。
【００２０】上述の記憶装置は、当該生体情報測定装置
に内蔵される記憶装置と、当該生体情報測定装置に着脱
可能な記憶装置とのいずれか一方であることが望まし
い。
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【００２１】また生体情報測定装置は、通信手段で他の
機器に対して送信が完了すると、記憶装置に格納された
情報を消去する消去手段をさらに備えることが望まし
い。
【００２２】上述の消去手段は、通信手段によって他の
機器から受信完了信号を受信することで実行されること
が望ましい。
【００２３】本発明の他の局面に従うと、生体情報管理
装置は、電気通信回線を介して、他の機器と通信を行な
う通信手段と、通信手段で、上述の生体情報測定装置か
ら受信したファイルであって、測定場所の情報と、測定
状況の情報と、測定された環境の条件と、音声情報との
少なくとも１つと、測定された生体情報と、生体情報測
定装置を識別するための識別子とを含むファイルを記憶
する記憶手段とを備える。
【００２４】上述のファイルは、生体情報測定装置を識
別するための識別子に替えて、測定を行なったユーザの
カルテ番号を含むことが望ましい。
【００２５】また生体情報管理装置は、通信手段で、フ
ァイルの閲覧を希望するユーザのパスワードと、閲覧を
希望するファイルに含まれるカルテ番号とを受信し、受
信したパスワードを照会する照会手段と、照会手段にお
いて、ユーザのファイルの閲覧が許可されると、カルテ
番号に基づいて、ファイルを抽出する第１の抽出手段と
をさらに備えることが望ましい。
【００２６】また生体情報管理装置は、ファイルを閲覧
したユーザから入力される情報を、ファイルに追記する
追記手段をさらに備えることが望ましい。
【００２７】また生体情報管理装置は、通信手段で、生
体情報の測定を行なったユーザからパスワードを受信
し、パスワードに基づいて、ユーザの生体情報を含むフ
ァイルを抽出する第２の抽出手段をさらに備えることが
望ましい。
【００２８】本発明の他の局面に従うと、生体情報測定
システムは、電気通信回線で接続された上述の生体情報
測定装置と、生体情報管理装置とからなる。
【００２９】また本発明の他の局面に従うと、生体情報
測定方法は、生体情報測定装置を用いて生体情報を測定
する方法であって、ユーザの生体情報を測定する生体情
報測定ステップと、測定を行なう測定場所の情報を入力
する測定場所情報入力ステップとを備える。
【００３０】上述の生体情報測定ステップは、測定場所
の情報が入力された後に、ユーザの生体情報を測定する
ことが望ましい。
【００３１】上述の測定場所情報入力ステップは、測定
場所情報として、家庭と、病院と、自動車内と、屋外
と、職場との少なくとも１つを入力することが望まし
い。
【００３２】本発明の他の局面に従うと、生体情報測定
方法は、生体情報測定装置を用いて生体情報を測定する
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方法であって、ユーザの生体情報を測定する生体情報測
定ステップと、測定を行なう測定状況の情報を入力する
測定状況情報入力ステップとを備える。
【００３３】上述の生体情報測定ステップは、測定状況
の情報が入力された後に、ユーザの生体情報を測定する
ことが望ましい。
【００３４】上述の測定状況情報入力ステップは、測定
状況情報として、ユーザの測定時の情報である、起床後
と、運動後と、食事前と、食事後と、喫煙後と、入浴後
と、排便前と、排便後との少なくとも１つを入力するこ
とが望ましい。
【００３５】また上述の測定状況情報入力ステップは、
測定状況情報として、ユーザの測定時の体調の情報であ
る、良好と、普通と、不調との少なくとも１つを入力す
ることが望ましい。
【００３６】さらに上述の測定状況情報入力ステップ
は、測定状況情報として、ユーザの測定時の姿勢の情報
である、立位と、座位と、臥位との少なくとも１つを入
力することが望ましい。
【００３７】また生体情報測定方法は、測定場所情報入
力ステップと、測定状況情報入力ステップとが、同一の
入力ステップで実現できるよう、入力対象の切換えを行
なう切換ステップをさらに備えることが望ましい。
【００３８】さらに生体情報測定方法は、測定を行なう
環境の条件を測定する環境条件測定ステップをさらに備
えることが望ましい。
【００３９】またさらに生体情報測定方法は、ユーザが
音声により情報の入力を行なう音声情報入力ステップを
さらに備えることが望ましい。
【００４０】また生体情報測定方法は、電気通信回線を
介して通信を行なう通信ステップをさらに備え、通信ス
テップは、測定場所の情報と、測定状況の情報と、測定
された環境の条件と、音声情報との少なくとも１つと、
測定された生体情報と、測定を行なった生体情報測定装
置を識別するための識別子とを電気通信回線を介して他
の機器に送信することが望ましい。
【００４１】さらに生体情報測定方法は、測定場所の情
報と、測定状況の情報と、測定された環境の条件と、音
声情報との少なくとも１つと、測定された生体情報と、
生体情報測定装置を識別するための識別子とを記憶装置
に格納する格納ステップをさらに備えることが望まし
い。
【００４２】上述の記憶装置は、生体情報測定装置に内
蔵される記憶装置と、生体情報測定装置に着脱可能な記
憶装置とのいずれか一方であることが望ましい。
【００４３】また生体情報測定方法は、通信ステップで
他の機器に対して送信が完了すると、記憶装置に格納さ
れた情報を消去する消去ステップをさらに備えることが
望ましい。
【００４４】上述の消去ステップは、通信ステップによ
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って他の機器から受信完了信号を受信することで実行さ
れることが望ましい。
【００４５】本発明の他の局面に従うと、生体情報管理
方法は、生体情報管理装置において生体情報を管理する
方法であって、電気通信回線を介して、他の機器と通信
を行なう通信ステップと、通信ステップで、上述の生体
情報測定装置から受信したファイルであって、測定場所
の情報と、測定状況の情報と、測定された環境の条件
と、音声情報との少なくとも１つと、測定された生体情
報と、生体情報測定装置を識別するための識別子とを含
むファイルを記憶手段に格納する格納ステップとを備え
る。
【００４６】上述のファイルは、生体情報測定装置を識
別するための識別子に替えて、測定を行なったユーザの
カルテ番号を含むことが望ましい。
【００４７】また生体情報管理方法は、通信ステップ
で、ファイルの閲覧を希望するユーザのパスワードと、
閲覧を希望するファイルに含まれるカルテ番号とを受信
し、受信したパスワードを照会する照会ステップと、照
会ステップにおいて、ユーザのファイルの閲覧が許可さ
れると、カルテ番号に基づいて、ファイルを抽出する第
１の抽出ステップとをさらに備えることが望ましい。
【００４８】また生体情報管理方法は、ファイルを閲覧
したユーザから入力される情報を、ファイルに追記する
追記ステップをさらに備えることが望ましい。
【００４９】また生体情報管理方法は、通信ステップ
で、生体情報の測定を行なったユーザからパスワードを
受信し、パスワードに基づいて、ユーザの生体情報を含
むファイルを抽出する第２の抽出ステップをさらに備え
ることが望ましい。
【００５０】本発明の他の局面に従うと、生体情報測定
プログラムは、コンピュータに生体情報の測定を実行さ
せる、コンピュータ読取可能なプログラムであって、ユ
ーザの生体情報を測定する生体情報測定ステップと、測
定を行なう測定場所の情報を入力する測定場所情報入力
ステップとをコンピュータに実行させる。
【００５１】上述の生体情報測定ステップは、測定場所
の情報が入力された後に、ユーザの生体情報を測定する
ことが望ましい。
【００５２】上述の測定場所情報入力ステップは、測定
場所情報として、家庭と、病院と、自動車内と、屋外
と、職場との少なくとも１つを入力することが望まし
い。
【００５３】本発明の他の局面に従うと、生体情報測定
プログラムは、コンピュータに生体情報の測定を実行さ
せる、コンピュータ読取可能なプログラムであって、ユ
ーザの生体情報を測定する生体情報測定ステップと、測
定を行なう測定状況の情報を入力する測定状況情報入力
ステップとをコンピュータに実行させる。
【００５４】上述の生体情報測定ステップは、測定状況
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の情報が入力された後に、ユーザの生体情報を測定する
ことが望ましい。
【００５５】上述の測定状況情報入力ステップは、測定
状況情報として、ユーザの測定時の情報である、起床後
と、運動後と、食事前と、食事後と、喫煙後と、入浴後
と、排便前と、排便後との少なくとも１つを入力するこ
とが望ましい。
【００５６】また上述の測定状況情報入力ステップは、
測定状況情報として、ユーザの測定時の体調の情報であ
る、良好と、普通と、不調との少なくとも１つを入力す
ることが望ましい。
【００５７】さらに上述の測定状況情報入力ステップ
は、測定状況情報として、ユーザの測定時の姿勢の情報
である、立位と、座位と、臥位との少なくとも１つを入
力することが望ましい。
【００５８】また生体情報測定プログラムは、測定場所
情報入力ステップと、測定状況情報入力ステップとが、
同一の入力ステップで実現できるよう、入力対象の切換
えを行なう切換ステップをさらに備えることが望まし
い。
【００５９】さらに生体情報測定プログラムは、測定を
行なう環境の条件を測定する環境条件測定ステップをさ
らに備えることが望ましい。
【００６０】またさらに生体情報測定プログラムは、ユ
ーザが音声により情報の入力を行なう音声情報入力ステ
ップをさらに備えることが望ましい。
【００６１】また生体情報測定プログラムは、電気通信
回線を介して通信を行なう通信ステップをさらに備え、
通信ステップは、測定場所の情報と、測定状況の情報
と、測定された環境の条件と、音声情報との少なくとも
１つと、測定された生体情報と、測定を行なった生体情
報測定装置を識別するための識別子とを電気通信回線を
介して他の機器に送信することが望ましい。
【００６２】さらに生体情報測定プログラムは、測定場
所の情報と、測定状況の情報と、測定された環境の条件
と、音声情報との少なくとも１つと、測定された生体情
報と、生体情報測定装置を識別するための識別子とを記
憶装置に格納する格納ステップをさらに備えることが望
ましい。
【００６３】上述の記憶装置は、生体情報測定装置に内
蔵される記憶装置と、生体情報測定装置に着脱可能な記
憶装置とのいずれか一方であることが望ましい。
【００６４】また生体情報測定プログラムは、通信ステ
ップで他の機器に対して送信が完了すると、記憶装置に
格納された情報を消去する消去ステップをさらに備える
ことが望ましい。
【００６５】上述の消去ステップは、通信ステップによ
って他の機器から受信完了信号を受信することで実行さ
れることが望ましい。
【００６６】本発明の他の局面に従うと、生体情報管理
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プログラムは、コンピュータに生体情報の管理を実行さ
せる、コンピュータ読取可能なプログラムであって、電
気通信回線を介して、他の機器と通信を行なう通信ステ
ップと、通信ステップで、上述の生体情報測定装置から
受信したファイルであって、測定場所の情報と、測定状
況の情報と、測定された環境の条件と、音声情報との少
なくとも１つと、測定された生体情報と、生体情報測定
装置を識別するための識別子とを含むファイルを記憶手
段に格納する格納ステップとをコンピュータに実行させ
る。
【００６７】上述のファイルは、生体情報測定装置を識
別するための識別子に替えて、測定を行なったユーザの
カルテ番号を含むことが望ましい。
【００６８】また生体情報管理プログラムは、通信ステ
ップで、ファイルの閲覧を希望するユーザのパスワード
と、閲覧を希望するファイルに含まれるカルテ番号とを
受信し、受信したパスワードを照会する照会ステップ
と、照会ステップにおいて、ユーザのファイルの閲覧が
許可されると、カルテ番号に基づいて、ファイルを抽出
する第１の抽出ステップとをさらに備えることが望まし
い。
【００６９】また生体情報管理プログラムは、ファイル
を閲覧したユーザから入力される情報を、ファイルに追
記する追記ステップをさらに備えることが望ましい。
【００７０】また生体情報管理プログラムは、通信ステ
ップで、生体情報の測定を行なったユーザからパスワー
ドを受信し、パスワードに基づいて、ユーザの生体情報
を含むファイルを抽出する第２の抽出ステップをさらに
備えることが望ましい。
【００７１】本発明の他の局面に従うと、コンピュータ
読取可能な記録媒体は、上述の生体情報測定プログラム
を記録した記録媒体である。
【００７２】本発明の他の局面に従うと、コンピュータ
読取可能な記録媒体は、上述の生体情報管理プログラム
を記録した記録媒体である。
【００７３】
【発明の実施の形態】［第１の実施の形態］以下に、図
面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明す
る。以下の説明では、同一の部品および構成要素には同
一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じ
である。したがってそれらについての詳細な説明は繰返
さない。
【００７４】図１は、第１の実施の形態における生体情
報測定システムの構成を示す図である。本実施の形態に
おける生体情報測定システムは、生体情報としての血圧
値を測定し管理する。
【００７５】図１を参照して、第１の実施の形態におけ
る生体情報測定システムは、血圧計１と、血圧計１で得
られる情報の読込みおよび書込みを行なうことのできる
メモリカード２と、血圧計１で得られる情報の読込みお
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よび書込みを行なうことのできるパーソナルコンピュー
タ（以下、ＰＣという）３と、メモリカード２に書込ま
れた情報を読取るカードリーダ４と、ホストコンピュー
タ６と、病院等の医療機関において、医師等がホストコ
ンピュータ６に蓄積されている情報を得るためのドクタ
ー用パーソナルコンピュータ（以下、ドクター用ＰＣと
いう）７から構成される。これらのＰＣ３、ホストコン
ピュータ６およびドクター用ＰＣ７はインターネット等
のネットワーク５で接続され、相互に通信を行なう。な
お、ホストコンピュータ６もまた医療機関に備えられる
場合、ホストコンピュータ６とドクター用ＰＣ７とはＬ
ＡＮ（Local Area Network）で接続され通信を行なって
もよい。
【００７６】ユーザは、血圧計１を用いて血圧値の測定
を行なう。血圧計１で得られた血圧値の情報は、ＰＣ３
に読込まれる。また、メモリカード２に書込まれカード
リーダ４を介してＰＣ３に読込まれてもよい。また、メ
モリカード２を直接病院等に持込むことも考えられる。
血圧計１で得られた血圧値の情報は、ＰＣ３からネット
ワーク５を介して、ホストコンピュータ６に送信され蓄
積される。医師等医療関係者は、ドクター用ＰＣ７を用
いてホストコンピュータ６よりユーザの血圧値の情報を
得、診断およびアドヴァイス等を行なう。
【００７７】図２は、血圧計１の外観の具体例を示す図
である。図２を参照して、血圧計１は、カフ１１と、マ
イクロフォン１２と、プローブ１３と、場所入力画面１
４と、スタートボタン１５と、表示画面１６と、メモリ
カード挿入口１７と、状況入力画面１８と、外部接続部
１９とを含む。
【００７８】カフ１１は腕帯とも言われ、一般的な加圧
式の血圧測定部である。カフ１１における血圧値の測定
方法については、一般的な方法であるため、ここでの説
明は行なわない。
【００７９】マイクロフォン１２は、音声入力を行なう
ためのマイクである。マイクロフォン１２を用いて、ユ
ーザは、場所入力画面１４等から入力しきれない情報な
どを音声で入力することができる。
【００８０】プローブ１３は、血圧値測定時の環境情報
を測定する。測定される環境情報としては、気温、湿
度、および気圧などの情報が該当する。
【００８１】場所入力画面１４は、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ；Liquid Crystal Display）などから構成され
る。ユーザが血圧値測定を行なう場所を入力するため
の、タッチパネル式の場所入力用のボタンを備える。場
所入力用のボタンとしては、家庭、職場、車内、病院、
アウトドアおよびその他の場所の入力を行なうボタン
と、入力の終了を示す場所ボタンとを備える。それらの
場所入力用のボタンにタッチして入力することによっ
て、ユーザは、血圧測定場所が家庭内であったか、病院
であったかなどの、測定場所を入力することができる。

16
それらは、測定された血圧値に基づいて医師が診断等行
なう上で有用な情報である。また、血圧値の測定場所が
家庭内であるか病院内であるか等、測定された血圧値の
信頼度を考慮する上でも有用な情報である。なお、場所
入力用のボタンは、上述の場所に限定されず、その他の
場所を示すボタンが備えられてもよい。また、場所ボタ
ンは、それに替わる場所入力の終了を示す方法がある場
合は、備えられなくてもよい。
【００８２】スタートボタン１５は、押下されることで
カフ１１の加圧が開始し、血圧計１による血圧値の測定
が開始される。
【００８３】表示画面１６は、液晶ディスプレイなどか
ら構成され、血圧値などのユーザの測定結果を表示す
る。
【００８４】メモリカード挿入口１７は、メモリカード
２を挿入することで、血圧計１で測定された血圧値情報
等がメモリカード２に書込まれる。
【００８５】外部接続部１９はＰＣ３などの外部機器に
対して情報の送信を行なう際にケーブルを接続する端子
であり、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）などの規格の
端子である。
【００８６】状況入力画面１８は、ユーザが血圧値測定
を行なう際の状況を入力するための、タッチパネル式の
状況入力用のボタンを備える。状況入力用のボタンとし
ては、運動、入浴、服薬、食事、飲酒、およびその他の
状況の入力を行なうボタンと、入力の終了を示す状況ボ
タンとを備える。それらの状況入力用のボタンにタッチ
して入力することによって、ユーザは、血圧測定時の状
況が運動後であったか、入浴後であったか、などの、血
圧測定時の状況を入力することができる。それらは、測
定された血圧値に関わるパラメータであるため、医師の
診断等において重要な要素となる。また、血圧値を自己
管理する上でも、把握することが重要である。なお、状
況ボタンは、上述の場所に限定されず、喫煙、睡眠、ト
イレの前後など、その他のボタンが備えられてもよい。
また、状況ボタンは、それに替わる状況入力の終了を示
す方法がある場合は、備えられなくてもよい。なお、状
況入力画面１８と場所入力画面１４とは、共にタッチパ
ネル式の表示部に切換えて表示される。
【００８７】さらに図３は、血圧計１のハードウェア構
成の具体例を示す機能ブロック図である。
【００８８】図３を参照して、血圧計１は、制御部１０
１と、表示部１０２と、ＯＮ／ＯＦＦスイッチ１０３
と、場所／状況設定スイッチ１０４と、メモリカードＲ
／Ｗ（読書き）部１０５と、駆動部１０６と、測定部１
０７と、計時部１０８と、環境センサ１０９と、通信接
続部１１０と、音声入力部１１１とを含む。
【００８９】制御部１０１は、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）である。血圧計１全体の制御を行ない、さ
らにその内部に内部メモリ１０１１とバッテリー１０１
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２とを含む。内部メモリ１０１１は、測定された血圧値
情報や入力された測定場所情報などを記憶する。バッテ
リー１０１２は、血圧計１全体に電力供給を行なう。
【００９０】表示部１０２は、表示画面１６などから構
成され、血圧情報の表示などを行なう。
【００９１】ＯＮ／ＯＦＦスイッチ１０３は、スタート
ボタン１５から構成され、測定の開始を指示する。
【００９２】場所／状況設定スイッチ１０４は、場所入
力画面１４および状況入力画面１８から構成され、血圧
値測定時の場所および状況の入力を行なう。
【００９３】メモリカードＲ／Ｗ部１０５は、メモリカ
ード挿入口１７から挿入されるメモリカード２に対し
て、情報の読込みおよび書込みを行なう。
【００９４】駆動部１０６および測定部１０７は、カフ
１１などからなる血圧測定部で、駆動部１０６を駆動さ
せることによって、カフ１１などからなる測定部１０７
が内蔵されているセンサでユーザの血圧値を測定する。
【００９５】計時部１０８は、内蔵されている時計を用
いて、測定時や測定時間などを計時する。
【００９６】環境センサ１０９は、プローブ１３などか
ら構成され、環境情報の測定を行なう。
【００９７】通信接続部１１０は、外部接続部１９など
から構成され、通信用のインタフェースである。通信接
続部１１０を介してＰＣ３と通信を行なうことができ
る。
【００９８】音声入力部１１１は、マイクロフォン１２
などから構成され、ユーザが音声による入力を行なうこ
とができる。
【００９９】さらに図４は、血圧計１の回路構成の具体
例を示す回路ブロック図である。図４を参照して、血圧
計１は、音声入力部１１１から入力される信号を増幅さ
せる増幅回路１１３、およびアナログ信号をデジタル信
号に変換するＡ／Ｄ変換回路１１４と、環境センサ１０
９と血圧値の測定部１０７に含まれる血圧センサ１１２
とから入力される信号を増幅させフィルタリングする増
幅回路／フィルタ回路１１５、およびアナログ信号をデ
ジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換回路１１６と、場所／
状況設定スイッチ１０４から入力される信号を伝達する
場所／状況データ入力回路１０４とを含む。これらの回
路から伝達される信号は、制御部１０１において処理さ
れ、表示回路１１７に表示を行なうために伝達され、ま
た、内部メモリ１０１１を構成するメモリ回路１１８に
伝達される。さらに、ＰＣ３に対してデータ送信を行な
うために、通信接続部１１０を構成する通信Ｉ／Ｆ（イ
ンタフェース）１１９に伝達される。
【０１００】図５は、ＰＣ３の構成の具体例を示す図で
ある。図５を参照して、ＰＣ３は、ＰＣ３全体の制御を
行なう制御部３１と、ネットワーク５を介して他の機器
と通信を行なう通信部３２と、キーボードやカードリー
ダ４、入力端子などからなる入力部３３と、ディスプレ

18
イなどからなる表示部３４と、制御部３１で実行される
プログラム等を記憶する記憶部３５とを含む。
【０１０１】なお、図５に示されるＰＣ３の構成は一般
的なパーソナルコンピュータの構成であり、上記の構成
に限定されるものではない。
【０１０２】図５に示されるＰＣ３の入力部３３を構成
する入力端子などから、血圧計１の通信接続部１１０を
介して、ユーザの血圧値等の情報が入力される。また、
ユーザの血圧値等の情報が書込まれたメモリカード２
を、ＰＣ３の入力部３３を構成するカードリーダ４で読
取ることで、ユーザの血圧値等の情報が入力されてもよ
い。その際、ＰＣ３に入力されたデータは、表示部３４
で表示されてもよい。
【０１０３】ＰＣ３に入力されたユーザの血圧値等の情
報は、記憶部３５に記憶されるプログラムが制御部３１
で実行されることで、通信部３２からネットワーク５を
介してホストコンピュータ６に送信される。
【０１０４】ホストコンピュータ６もまた、一般的なパ
ーソナルコンピュータなどで構成される。図６は、ホス
トコンピュータ６の構成の具体例を示す図である。
【０１０５】図６を参照して、ホストコンピュータ６
は、全体の制御を行なう制御部６１と、ネットワーク５
を介して通信を行なう通信部６２と、血圧計１から送信
されるユーザの血圧値情報を蓄積する記憶部６３とを含
む。
【０１０６】図６に示されるホストコンピュータは、ネ
ットワーク５を介して通信部６２で受信したユーザの血
圧値等の情報を、記憶部６３において記憶する。
【０１０７】さらに図７は、ドクター用ＰＣ７の構成の
具体例を示す図である。ドクター用ＰＣ７もまた、一般
的なパーソナルコンピュータなどで構成される。
【０１０８】図７を参照して、ドクター用ＰＣ７は、全
体の制御を行なう制御部７１と、ネットワーク５を介し
て他の機器と通信を行なう通信部７２と、キーボードな
どから構成される入力部７３と、ディスプレイなどから
構成される表示部７４と、制御部７１で実行される各種
のプログラムを記憶する記憶部７５とを含む。
【０１０９】図７に示されるドクター用ＰＣ７は、ネッ
トワーク５またはＬＡＮを介して通信部７２でホストコ
ンピュータ６からユーザの血圧値等の情報を得ることが
できる。表示部７４に表示された血圧値等の情報に基づ
いて、医師等は診断やアドヴァイスなどを入力部７３よ
り入力することができる。また、記憶部７５にプログラ
ムが記憶されている場合は、自動診断が行なわれてもよ
い。これらの診断結果やアドヴァイス等は、通信部７２
からネットワーク５などを介して、ＰＣ３に送信され
る。
【０１１０】図８は、血圧計１における処理を示すフロ
ーチャートである。図８のフローチャートに示される処
理は、内部メモリ１０１１等に記憶されているプログラ



(11) 特開２００３－９３３５５

10

20

30

40

50

19
ムが制御部１０１で実行されることで実現される。プロ
グラムは、血圧計１のスタートボタン１５が押下され、
ＯＮ／ＯＦＦスイッチ１０３がＯＮされることで、バッ
テリー１０１２より血圧計１全体に電力供給が行なわ
れ、開始される。
【０１１１】図８を参照して、始めに表示部１０２に場
所入力画面１４が表示され、場所入力画面１４より、ユ
ーザから測定を行なう場所に関する情報の入力を受付け
る（Ｓ１０１）。ステップＳ１０１では、ユーザは、場
所入力画面１４に備えられるタッチパネル式の場所入力
用のボタンにタッチすることで、血圧値の測定場所を入
力する。なお、場所入力画面１４に該当する場所のボタ
ンがない場合は、その他ボタンを押下することで、自動
的にマイクロフォン１２に電力が供給され、音声入力が
可能な状態になる。ユーザは、マイクロフォン１２よ
り、測定場所の情報を音声で入力することができる。場
所の入力を終えたユーザは、さらに場所ボタンにタッチ
して、場所入力の完了を通知する。
【０１１２】ステップＳ１０１における血圧値測定の場
所入力を監視し（Ｓ１０２）、場所入力が完了すると
（Ｓ１０２で”ＹＥＳ”）、表示部１０２に場所入力画
面１４に替わって状況入力画面１８が表示され、ユーザ
から測定を行なう状況に関する情報の入力を受付ける
（Ｓ１０３）。
【０１１３】ステップＳ１０３では、ユーザはステップ
Ｓ１０１と同様にして、血圧値の測定状況を入力する。
なお、状況入力画面１８に該当する状況のボタンがない
場合は、その他ボタンにタッチすることで、自動的にマ
イクロフォン１２に電力が供給され、音声入力が可能な
状態になる。ユーザは、マイクロフォン１２より、測定
状況の情報を音声で入力することができる。例えば、
「長時間の立ち作業を行なった後である」等の、入力用
のボタンにない状況や詳細な状況を入力することができ
る。状況の入力を終えたユーザは、さらに状況ボタンに
タッチして、状況入力の完了を通知する。
【０１１４】なお、ステップＳ１０１およびステップＳ
１０３において、場所入力画面１４および状況入力画面
１８が表示される際に、初期画面として前回の測定時に
入力された場所および状況等の入力用のボタンが点灯す
る初期画面が表示されてもよい。この場合、ユーザは、
初期画面を確認して、前回と同じ選択肢を選択する場合
には、場所ボタンまたは状況ボタンにタッチするだけで
場所または状況の入力が完了する。
【０１１５】定常的に血圧の測定を行なうユーザは、測
定場所や測定状況などが大抵同様である場合が多く、そ
の場合このような初期画面からの入力を行なうことで、
入力ミスを防止でき、また入力ステップを減少させるこ
とができる。
【０１１６】ステップＳ１０３における血圧値測定の状
況入力を監視する（Ｓ１０４）。ステップＳ１０２およ
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びＳ１０４における測定場所および測定状況入力の監視
は、場所ボタンまたは状況ボタンがタッチされたを監視
することで実行される。なお、血圧計１が場所ボタンお
よび状況ボタンを備えない場合、ステップＳ１０２およ
びＳ１０４においては、場所入力用のボタンまたは状況
入力用のボタンがタッチされたことが監視されてもよ
い。
【０１１７】状況入力が完了すると（Ｓ１０４で”ＹＥ
Ｓ”）、さらにその他の入力の有無を監視する（Ｓ１０
５）。その他の情報の入力に関しては、ユーザは、図１
には示されない入力ボタン等で入力を行なってもよい
し、マイクロフォン１２の電源を投入することで、音声
による入力を行なってもよい。
【０１１８】上述の方法で、音声による入力が行なわれ
る場合（Ｓ１０６で”ＹＥＳ”）、マイクロフォン１２
は、音声による情報の入力を受付ける（Ｓ１０７）。ス
テップＳ１０７においてユーザは、体調などの多種多様
な情報の入力を行なうことができる。例えば「朝から軽
い頭痛あり」等の体調の情報の入力を行なってもよい
し、医師に対する質問等を入力してもよい。
【０１１９】これらの音声による入力等が完了すると
（Ｓ１０８で”ＹＥＳ”）、カフ１１がセットされる
（Ｓ１０９）。
【０１２０】ステップＳ１０９においては、「カフをセ
ットして下さい」等の表示が表示部１０２に表示される
ことで実行されてもよいし、ユーザがカフ１１に腕を挿
入れることで自動的にセットされてもよい。
【０１２１】スタートボタン１５が押下されると（Ｓ１
１０で”ＹＥＳ”）、カフ１１においてユーザの血圧値
の測定が行なわれる（Ｓ１１１）。ステップＳ１１１に
おいては、駆動部１０６が駆動し、内蔵するポンプによ
ってカフ１１に備えられる空気袋が加圧される。挿入さ
れたユーザの腕を圧迫することで、測定部１０７にある
血圧センサ１１２によってユーザの血圧値や脈拍等が測
定される。
【０１２２】ステップＳ１１１における血圧値等の測定
と同時に、計時部１０８において、測定日時情報が取得
される（Ｓ１１２）。
【０１２３】さらに、環境センサ１０９を構成するプロ
ーブ１３により、気温等の環境値が測定され、入力され
る（Ｓ１１３）。なお、ステップＳ１１３で得られた環
境値の情報に基づいて、ステップＳ１１１で得られた血
圧値等の測定値が自動補正されてもよい。この場合、以
降の処理において、自動補正された値が測定された血圧
値等の値と同様に取扱われるものとする。
【０１２４】ステップＳ１０１～Ｓ１１３で入力または
測定された情報は、内部メモリ１０１１に記憶される
（Ｓ１１４）。さらに表示部１０２の表示画面１６に測
定結果が表示される（Ｓ１１５）。
【０１２５】血圧計１は、ステップＳ１１５における測
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定結果の表示を確認したユーザから、再測定を行なう指
示を受けることができる（Ｓ１１６）。再測定を行なう
場合（Ｓ１１６で”ＹＥＳ”）、再びステップＳ１０９
へ戻り、カフ１１のセットを行なう。再測定を行なわず
（Ｓ１１６で”ＮＯ”）、得られたデータをホストコン
ピュータ６へ送信する場合（Ｓ１１７で”ＹＥＳ”）、
送信の準備が行なわれる（Ｓ１１８）。
【０１２６】ステップＳ１１８においては、送信の準備
として、血圧計１の外部接続部１９とＰＣ３とがケーブ
ルで接続され、ＰＣ３との通信を確保する。また、メモ
リカードＲ／Ｗ部１０５で、メモリカード挿入口１７か
ら挿入されたメモリカード２に、得られたデータを書込
むことで送信の準備が行なわれてもよい。
【０１２７】以上で、血圧計１における処理が終了す
る。次に図９は、ＰＣ３における情報の送信処理を、Ｐ
Ｃ３の画面表示の遷移において示す図である。図９に示
される画面表示は、ＰＣ３の表示部３４に表示される。
図９に示される画面２０１～２０６には、血圧計１で血
圧値測定を行なったユーザまたはオペレータが、ＰＣ３
を用いて、測定された血圧値等の情報をホストコンピュ
ータ６に送信する際の画面の遷移が示されている。図９
に示される画面表示の遷移は、ＰＣ３の制御部３１が記
憶部３５に記憶されるプログラムを実行することで表示
部３４に表示される。
【０１２８】以下に図９を用いて、ＰＣ３における情報
の送信処理の説明を行なう。図９を参照して、ＰＣ３を
用いて処理を行なうに当たって、まず、表示部３４に初
期画面が表示される（画面２０１）。
【０１２９】初期画面に続く画面２０２において、サー
ビスの選択を行なう。本実施の形態においては、生体情
報としての血圧値情報を血圧計１で測定する場合につい
て説明を行なっているが、その他の血糖値、体脂肪率等
の生体情報の測定を行なう場合は、画面２０２において
対象とする生体情報の選択を行なう。
【０１３０】画面２０２に示されるステップにおいて生
体情報として血圧および脈拍情報を選択すると、続いて
メニュー画面が表示される（画面２０３）。画面２０３
のメニュー画面にそって、データ送信を選択する。
【０１３１】続く画面２０４において、血圧計１の接続
の確認が行なわれる。このとき、メモリカード２に書込
まれた情報をＰＣ３に読込ませる場合、画面２０４にお
いては、メモリカード２をカードリーダ４に読取らせた
か否かが確認される。
【０１３２】画面２０４に示されるステップにおいて血
圧計１の接続を確認すると、測定された血圧値等の情報
は、血圧計１の通信接続部１１０より通信部３２を介し
てＰＣ３に読込まれる。ＰＣ３では、読込まれた情報に
基づいて、送信用のファイルが作成される。なお、送信
用のファイルについては、後に具体的な例を挙げ、説明
を行なう。
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【０１３３】ＰＣ３での情報の読込みが完了すると、画
面２０５において、読込みの完了を通知し、さらに読込
んだ血圧値などの情報を表示する。画面２０５に示され
るステップにおいて情報の送信の指示が行なわれると、
作成された送信用のファイルをネットワーク５を介して
ホストコンピュータ６に送信する。
【０１３４】ホストコンピュータ６への送信が完了する
と、画面２０６でその旨をユーザに通知する。また、Ｐ
Ｃ３は、血圧計１に記憶されている血圧値等の情報を、
内部メモリ１０１１から消去する。
【０１３５】以上でＰＣ３における処理が終了する。な
お図１０は、上述の送信用のファイルの具体例を示す図
である。図１０に示される送信用のファイルは、ＰＣ３
の制御部３１が記憶部３５に記憶されているプログラム
を実行することによって作成される。
【０１３６】図１０を参照して、送信用のファイルは、
端末／カード認識番号等の端末認識用の情報と、利用者
氏名、利用者ＩＤ、およびパスワード等の利用者特定用
の情報と、測定センサ種別、測定日、測定時間、測定場
所、測定状況、および音声メモ等の測定に関する情報
と、最高血圧、最低血圧、脈拍、および環境値等の測定
結果に関する情報と、データ送信時刻等の通信に関する
情報とを含む。
【０１３７】端末／カード認識番号は、血圧計１または
メモリカード２を特定するための番号であり、予めホス
トコンピュータ６に登録する際に割振られている番号で
あってもよいし、ユーザが入力する番号であってもよ
い。
【０１３８】利用者ＩＤおよびパスワードもまた、利用
者を特定するための情報であり、上述の端末／カード認
識番号と同様に定められるものであってもよい。
【０１３９】測定センサ種別は、測定器が血圧計である
ことを示す情報である。測定日および測定時間は、血圧
値の測定時に、血圧計１の計時部１０８において取得さ
れる情報である。
【０１４０】測定場所、測定状況および音声メモは、図
８のステップＳ１０１～Ｓ１０８に示される処理におい
て、測定を行なうユーザから入力される情報である。
【０１４１】また音声メモは、音声データであり、様々
な形態のデータが考えられるが、waveファイル等、圧縮
された形態のデータであることが望ましい。
【０１４２】環境値は、プローブ１３などの環境センサ
１０９で得られる情報であり、ここでは外気温と湿度と
が記載されているが、それ以外の環境に関する情報が記
載されてもよい。
【０１４３】これらの情報は、血圧計１の内部メモリ１
０１１から通信接続部１１０やメモリカード２等を介し
てＰＣ３に読込まれ、ＰＣ３の記憶部３５に記憶される
所定の形式にそってファイルに記載される。なお、図１
０に示される送信用のファイルに記載のされる情報は、
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上記の情報のみに限定されるものではなく、その他の情
報が記載されていてもよい。
【０１４４】上述の処理で、ＰＣ３からホストコンピュ
ータ６に送信された図１０に示される送信用のファイル
は、さらにカルテ番号の情報が付加されて、ホストコン
ピュータ６の記憶部６３に記憶される。ホストコンピュ
ータ６の記憶部６３では、同一ユーザのファイルを最新
のファイルに更新して記憶してもよいし、過去のファイ
ルから順に蓄積されて記憶されてもよい。
【０１４５】医療機関などにおいて、医師は、ドクター
用ＰＣ７を用いて、ホストコンピュータ６に記憶された
ファイルを閲覧することができる。
【０１４６】図１１は、ドクター用ＰＣ７における処理
を示すフローチャートである。図１１のフローチャート
に示される処理は、記憶部７５に記憶されているプログ
ラムが制御部７１で実行されることで実現される。
【０１４７】図１１を参照して、患者のファイルの閲覧
を行なう場合、表示部７４にはパスワードの入力画面が
表示される。ファイルの閲覧を行なう医師は、割振られ
ているドクターパスワードを入力部７３より入力する
（Ｓ３０１）。ドクターパスワードは、予め登録された
医師等に割振られ、識別するためのパスワードである。
【０１４８】入力されたパスワードは照会される（Ｓ３
０２）。パスワードの照会は、ドクター用ＰＣ７で行な
われてもよいし、ホストコンピュータ６にパスワードが
送信されて制御部６１で行なわれてもよい。
【０１４９】パスワードが照合すると（Ｓ３０２で”Ｙ
ＥＳ”）、続いて患者のカルテ番号を入力する（Ｓ３０
３）。入力された患者のカルテ番号はホストコンピュー
タ６に送信され、カルテ番号に基づいて、ホストコンピ
ュータ６の記憶部６３が検索される。
【０１５０】該当する患者のファイルがホストコンピュ
ータ６の記憶部６３から抽出されると（Ｓ３０４で”Ｙ
ＥＳ”）、当該ファイルはネットワーク５を介してドク
ター用ＰＣ７に送信され、表示部７４に表示される（Ｓ
３０５）。
【０１５１】医師は表示された当該ファイルを閲覧し、
診断結果や当該患者に対するアドヴァイスを入力する
（Ｓ３０６）。また、当該ファイルに患者からの質問等
が音声によるデータで入力されている場合、その質問に
対する返答が入力されてもよい。また、入力部７３がマ
イクロフォン等を備え、音声による入力も可能な場合、
ステップＳ３０６において、医師は音声による入力を行
なってもよい。
【０１５２】ステップＳ３０６における入力が終了する
と、新たに入力された情報がファイルに追記され、更新
される（Ｓ３０７）。更新されたファイルは、ネットワ
ーク５を介してホストコンピュータ６に送信され、記憶
される。
【０１５３】以上で、ドクター用ＰＣ７における処理が
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終了する。上述の処理がなされることで、ユーザの送信
した血圧値等の情報が記載されたファイルに、医師の診
断等が追記され、ホストコンピュータ６に記憶される。
【０１５４】さらに図１２は、ＰＣ３における情報の閲
覧処理を、ＰＣ３の画面表示の遷移において示す図であ
る。図１２に示される画面表示は、ＰＣ３の表示部３４
に表示される。図１２に示される画面表示の遷移は、Ｐ
Ｃ３の制御部３１が記憶部３５に記憶されるプログラム
を実行することで表示部３４に表示される。
【０１５５】以下に図１２を用いて、ＰＣ３における情
報の閲覧処理の説明を行なう。図１２を参照して、始め
に図９に示される表示画面と同様に、初期画面（画面２
０１）が表示部３４に表示され、続く画面２０２におい
てサービスの選択を行なう。さらに続くメニュー画面
（画面２０３）において、アドヴァイス送信を選択す
る。
【０１５６】画面２０３に示されるステップでアドヴァ
イスの受信を選択すると、ユーザのＩＤおよびパスワー
ドを入力するための画面（画面４０１）が表示される。
ここで入力するＩＤおよびパスワードは、図１０に示さ
れる送信用のファイルに記載される利用者ＩＤおよびパ
スワードと同様の情報である。
【０１５７】画面４０１に示されるステップで入力され
たＩＤおよびパスワードは、ＰＣ３の制御部３１で照会
されてもよいし、ネットワーク５を介してホストコンピ
ュータ６に送信され、ホストコンピュータ６の制御部６
１で照会されてもよい。ＩＤおよびパスワードが照合さ
れると、ＩＤに基づいて、当該ユーザのファイルがホス
トコンピュータ６の記憶部６３より抽出される。抽出さ
れたファイルより、図１１のステップＳ３０６において
医師から入力され更新された診断結果等の情報が読出さ
れ、ＰＣ３の表示部３４に表示される（画面４０２）。
【０１５８】さらにユーザは、ホストコンピュータ６に
記憶されている当該ユーザのファイルに基づいて、様々
な情報を得ることができる（画面４０３）。画面４０３
においては、血圧値のグラフ表示が閲覧できる表示画面
が示されているが、その他の情報が閲覧できてもよい。
【０１５９】以上の処理は、画面４０２に示されている
終了ボタンや、図１２には図示されていない続く表示画
面に備えられる終了ボタンを押下することで終了する。
【０１６０】以上に述べた生体情報測定システムにおい
て、血圧計１は、測定された血圧値等の測定値情報に、
測定時の測定状況である測定場所、測定時、測定状況な
どのＴＰＯ情報を入力あるいは取得することで付加す
る。このため、ユーザは、測定値情報と共にＴＰＯ情報
も把握することができる。このことより、この生体情報
測定システムは、ユーザ自らが測定場所などのＴＰＯが
測定値に与える影響や傾向を把握するのを助け、健康維
持増進のために日常生活の自己管理、いわゆるセルフメ
ディケイションの実現に大きく貢献することができる。
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【０１６１】また、ＴＰＯ情報が付加された測定値情報
が得られることで、病院等の医療機関に有益な情報を提
供することができる。さらに、血圧計１が、音声による
入力手段を備えることで、患者の測定時の詳細な状況や
生の声を提供することができる。またさらに、血圧計１
に環境測定センサ等を内蔵させることで、測定時点の環
境情報を測定値情報に付加させることができる。環境情
報に基づいて測定値の自動補正を行なうことによって、
測定値の制度を大幅に向上させることもできる。
【０１６２】患者から提供されるこのような測定値情報
は、医師が診断治療を行なう上で非常に重要な情報とな
る。したがって、この生体情報測定システムは、より適
切な診断治療の実現に貢献することができる。
【０１６３】このようにして医師からなされた適切な診
断治療を、ユーザはネットワーク５を介して得ることが
でき、セルフメディケイションの実現に大きく貢献する
ことができる。またこのような生体情報測定システム
は、遠隔地や在宅等における患者等ユーザの状況がより
正確に把握でき、遠隔地や在宅等などにおける適切な診
断支援を可能とする。
【０１６４】また、上述の生体情報測定システムにおけ
る血圧計１は、分離独立したユニットを設けることな
く、全ての機能を１つのユニットに搭載させることで、
機器の小型化、軽量化、携帯化を実現できる。さらに本
体部表面に操作部をまとめることで操作性に優れ、ユー
ザにとって使い勝手のよい血圧計を提供することができ
る。このため、ユーザに血圧計の使用を促進させ、セル
フメディケイションの実現に貢献することができる。
【０１６５】［変形例］なお、第１の実施の形態におけ
る血圧計１に替えて、血圧計１と異なった形状の血圧計
１’を生体情報測定システムに含む場合であっても、第
１の実施の形態における生体情報測定システムと同様の
効果を奏することができる。
【０１６６】図１３は、変形例における血圧計１’の外
観の具体例を示す図である。図１３を参照して、変形例
における血圧計１’は、図２に示される血圧計１と同様
に、カフ１１と、カフ１１に内蔵されるマイクロフォン
１２と、血圧計１’本体に内蔵されるプローブ１３と、
表示画面１６と、メモリカード挿入口１７と、外部接続
部１９とを含む。さらにスクロールボタン２０と、設定
ボタン２１と、加圧ボタン２２とを含む。
【０１６７】図１３を参照して、変形例においては、表
示画面１６に血圧値等の測定結果の表示を行なう。ま
た、測定場所や測定状況の入力を行なうための表示が行
なわれる。さらに、変形例においては、ユーザの測定時
の体調を入力するための表示も行なわれる。ユーザはこ
れらの情報を入力する際、スクロールボタン２０を用い
てスクロールしながら選択し、設定ボタン２１を押下す
ることで入力する。適切な選択肢がない場合は、その他
の表示を選択することで、カフ１１に内蔵されているマ
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イクロフォン１２が自動的にＯＮされ、音声による入力
を行なうことができる。また、例えば体調の入力を行な
う際、不調を選択した場合であっても、どのように不調
なのか詳細な情報を音声によって入力することもでき
る。さらに、表示画面１６には、測定時の体位の入力を
行なうための表示が行なわれてもよい。例えば、立位、
座位および臥位などを表示し、それらの内から測定時の
身体の姿勢に該当する選択肢を選択して入力することが
できる。
【０１６８】なお、変形例における血圧計１’のハード
ウェア構成および回路構成は、図３および図４に示され
る第１の実施の形態における血圧計１のハードウェア構
成および回路構成とほぼ同様であるため、ここでの詳細
な説明は繰返さない。
【０１６９】さらに、変形例においても、血圧計１’は
第１の実施の形態における血圧計１と同様に動作するた
め、ここでの詳細な説明は繰返さない。
【０１７０】このように、変形例において生体情報測定
システムに含まれる血圧計１’が、ユーザの体調情報が
付加された測定値情報を提供するために、ユーザは、自
らの体調が測定値に与える影響や傾向を把握することが
できる。
【０１７１】さらに、医師が診断治療を行なう上でも、
患者の体調は非常に重要な情報となるため、変形例にお
ける生体情報測定システムは、より適切な診断治療の実
現に貢献することができる。
【０１７２】［第２の実施の形態］第２の実施の形態に
おいては、生体情報としてユーザの血糖値を測定し管理
する。
【０１７３】図１４は第２の実施の形態における生体情
報測定システムの構成を示す図である。
【０１７４】図１４を参照して、第２の実施の形態にお
ける生体情報測定システムは、図１に示される第１の実
施の形態における生体情報測定システムの構成の内、血
圧計１に替えて血糖計８を含む。その他の構成は、第１
の実施の形態における生体情報測定システムの構成と同
様であるため、ここでの説明を繰返さない。
【０１７５】図１４に示される生体情報測定システムに
おいて、ユーザは血糖計８を用いて、血糖値の測定を行
なう。血糖計８で得られた血糖値の情報は、ＰＣ３に読
込まれる。またメモリカード２に読込まれカードリーダ
４を介してＰＣ３に読込まれてもよい。また、メモリカ
ード２を直接病院等に持込む方法も考えられる。このよ
うにして読込まれる血糖値の情報は、第１の実施の形態
における血圧値の情報と同様に取扱われ管理される。
【０１７６】図１５は、血糖計８の外観の具体例を示す
図である。図１５を参照して、血糖計８は、マイクロフ
ォン８２と、入力画面８３と、表示画面８４と、メモリ
カード挿入口８５と、外部接続部８６と、スクロールボ
タン８７と、設定ボタン８８と、送信ボタン８９とを含
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む。
【０１７７】また図１６は、図１５に示される矢視Ａ－
Ａ図である。図１６を参照して、血糖計８はその側面に
血糖センサ８１を挿入する血糖センサ挿入口８０を備え
る。
【０１７８】血糖センサ８１は、１回の測定毎に使捨て
にする、いわゆるプレーナ型といわれる一般的に血糖値
測定に用いられる酵素電極であるため、ここでの図を挙
げての詳細な説明は行なわない。
【０１７９】金属薄膜からなる作用電極と参照電極とに
酵素が塗布されて酵素電極を構成する。さらにこの酵素
電極の上部にわずかな空間部を形成するように板状のカ
バーが設けられている。このような構成である血糖セン
サ８１を血糖センサ挿入口８０に挿入することで、血糖
計８本体の内部にある金属板バネに合致し、電気的に接
続される。また、そのことで血糖計８本体の電源が自動
的にＯＮされる。さらに、血糖センサ８１が血糖センサ
挿入口８０から引抜かれることで、血糖計８本体の電源
が自動的にＯＦＦされてもよい。
【０１８０】ユーザの血液が酵素電極の空間部に流入す
ると、酵素電極の酵素が溶解し、電極間に電流が発生す
る。その電流を測定することで、ユーザの血中の糖度を
測定することができる。
【０１８１】メモリカード挿入口８５と外部接続部８６
とは、第１の実施の形態における血圧計１に備えられる
ものと同様のものであるため、ここでの詳細な説明は繰
返さない。
【０１８２】ユーザは入力画面８３にそって、測定時の
情報を入力する。図１７は、血糖計８の入力画面８３の
表示の具体例を示す図である。
【０１８３】図１７を参照して、ユーザは入力画面８３
にそって、測定場所（左列）、測定条件（中央列）、お
よび体調（右列）を入力する。なお、入力される測定場
所等は、図１７に示される選択肢に限定されるものでは
なく、その他の測定場所等が入力されてもよい。また、
測定時の体位が入力されるような入力画面８３であって
もよい。ユーザは図１７に示される入力画面８３にそっ
て、スクロールボタン８７で選択肢を選択し、設定ボタ
ン８８で決定することで、測定場所等を入力する。さら
に、初期画面として、前回測定時に入力された測定場所
等がすでに選択された状態で入力画面８３が表示されて
もよい。ユーザは前回と同じ条件で測定を行なう場合、
設定ボタン８８を押下するのみで、測定場所等の入力を
行なうことができ、操作のステップを省略することがで
きる。
【０１８４】ユーザが入力画面８３においてその他を選
択した場合、血糖計８本体に内蔵されているマイクロフ
ォン８２が自動的にＯＮされる。ユーザはマイクロフォ
ン８２を用いて、音声で、選択肢以外の状況や様々な情
報などを入力することができる。例えば「昨夜は徹夜し
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た」、「朝から微熱あり」などの情報を入力することが
できる。
【０１８５】このように入力画面８３およびマイクロフ
ォン８２からの入力が終了すると、入力画面８３または
表示画面８４に、血糖値の測定の開始を通知する表示が
なされてもよい。
【０１８６】上述の血糖センサ８を用いて血糖値を測定
すると、測定結果は、表示画面８４に表示される。
【０１８７】さらに測定結果は、送信ボタン８９を押下
することで、外部接続部８６に接続されたケーブルを介
してＰＣ３に送信される。またメモリカード挿入口８５
に挿入されたメモリカード２に書込まれてもよい。
【０１８８】次に図１８は、血糖計８のハードウェア構
成の具体例を示す機能ブロック図である。
【０１８９】図１８を参照して、血糖計８は、制御部８
０１と、測定値表示部８０２と、測定場所／状況表示部
８０３と、スクロールボタン８７と、設定ボタン８８
と、バッテリー８０４と、センサ装着部８０５と、カー
ド装着部８０６と、送信ボタン８９と、外部接続部８６
と、マイクロフォン８２と、計時部８０７とを含む。
【０１９０】制御部８０１は、ＣＰＵであり、血糖計８
全体の制御を行なう。さらに内部に内部メモリ８０１１
を含み、測定された血糖値情報や入力された測定場所情
報などを記憶する。
【０１９１】測定値表示部８０２は表示画面８４から構
成され、測定値の表示を行なう。測定場所／状況表示部
８０３は入力画面８３から構成され、入力を行なうため
の測定場所や測定状況などの選択肢を表示する。
【０１９２】バッテリー８０４は、血糖計８全体に電力
供給を行なう。センサ装着部８０５は血糖センサ挿入口
８０などから構成され、血糖センサ８１と血糖計８とを
電気的に接続する。
【０１９３】カード装着部８０６は、メモリカード挿入
口８５などから構成され、挿入されるメモリカード２に
対して情報の読込みおよび書込みを行なう。
【０１９４】計時部８０７は、内蔵されている時計を用
いて、測定時や測定時間などを計時する。
【０１９５】なお、血糖計８の回路構成は、図４に示さ
れる第１の実施の形態における血圧計１の回路構成と概
ね同様であるため、ここでの詳細な説明は繰返さない。
【０１９６】図１９は、血糖計８における処理を示すフ
ローチャートである。図１９のフローチャートに示され
る処理は、内部メモリ８０１１等に記憶されているプロ
グラムが制御部８０１で実行されることで実現される。
プログラムは、血糖センサ８１が血糖センサ挿入口８０
に挿入され、血糖計８本体の電源がＯＮされることで、
バッテリー８０４より血糖計８全体に電力供給が行なわ
れ、開始される。
【０１９７】図１９を参照して、始めにスクロールボタ
ン８７を用いて、入力画面８３に表示された選択肢か
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ら、測定場所、測定状況および体調の選択を受付ける
（Ｓ５０１）。ステップＳ５０１において、ユーザが
「その他」を選択した場合（Ｓ５０２で”ＹＥＳ”）、
自動的にマイクロフォン８２がＯＮされる（Ｓ５０
３）。マイクロフォン８２よりユーザの音声による入力
を受付ける（Ｓ５０４）。
【０１９８】以上の選択および入力は、設定ボタン８８
が押下されるまで受付けられる。設定ボタン８８が押下
されると（Ｓ５０５で”ＹＥＳ”）、入力画面８３もし
くは表示画面８４に、測定開始を示す表示が行なわれる
（Ｓ５０６）。
【０１９９】ステップＳ５０６で測定の開始を確認した
ユーザは、一般的にランセットといわれる、採血用穿刺
装置で採血を行なう。
【０２００】一般的なランセットは、圧縮されたバネに
支持された細い針を内蔵する装置であり、ペン状の形状
を奏している場合が多い。ユーザは、採血を行なう指先
などにランセットの先端を押当て、採血開始のボタンを
押すなどする。すると、バネが解放され、ランセットの
先端からかすかに針が突出する。突出した針がユーザの
指先に刺さり、血液が漏出する。指先を血糖センサ８１
に近づけることで、漏出した血液を血糖センサ８１に接
触させる。
【０２０１】血液の接触が確認できない場合は（Ｓ５０
７で”ＮＯ”）、引続き測定開始の表示を行ない、ユー
ザに開始を促す。
【０２０２】血液の接触が確認されると（Ｓ５０７で”
ＹＥＳ”）、血糖値の測定が行なわれる（Ｓ５０８）。
同時に、測定日時の情報が、計時部８０７より取得され
る（Ｓ５０９）。ステップＳ５０８における測定結果は
表示画面８４において表示される（Ｓ５１０）。
【０２０３】ステップＳ５０１～Ｓ５０９で入力または
測定された情報は、内部メモリ８０１１に記憶される
（Ｓ５１１）。
【０２０４】得られたデータをホストコンピュータ６へ
送信する場合（Ｓ５１２で”ＹＥＳ”）、送信の準備が
行なわれる（Ｓ５１３）。
【０２０５】ステップＳ５１３においては、送信の準備
として、血糖計８の外部接続部８６とＰＣ３とがケーブ
ルで接続されことで、ＰＣ３との通信を確保する。ま
た、メモリカード挿入口８５から挿入されたメモリカー
ド２に、得られたデータを書込むことで送信の準備が行
なわれてもよい。
【０２０６】以上で、血糖計８における処理が終了す
る。このようにして得られた血糖値等の情報は、ＰＣ３
を用いてホストコンピュータ６に送信される。さらにホ
ストコンピュータ６では、第１の実施の形態における血
圧値等の情報と同様に管理される。また、ドクター用Ｐ
Ｃ７を用い、血糖値等の情報に対して医師の診断やアド
ヴァイス等を追記することもできる。
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【０２０７】これらのＰＣ３における送信処理は、第１
の実施の形態において、図９に示される表示画面の図を
用いて説明された送信処理と同様であるため、ここでの
説明は繰返さない。
【０２０８】第２の実施の形態においては、生体情報と
して血糖値の情報を送信するので、図９の画面２０２に
おいて血糖値を選択する。これによって、ＰＣ３で血糖
値等の情報が送信用のファイルに記載され、ホストコン
ピュータ６に送信される。
【０２０９】さらにＰＣ３からホストコンピュータ６に
送信される送信用のファイルは、図１０に示される血圧
値等の情報を送信する場合の送信用のファイルと概ね同
様である。本実施の形態では、ＰＣ３において、図１０
に示される血圧や脈拍の情報に替えて、血糖値等の情報
が記載された送信用のファイルが作成されて、ネットワ
ーク５を介してホストコンピュータ６に送信される。
【０２１０】また、ドクター用ＰＣに７おける処理も、
第１の実施の形態において、図１１に示される処理と同
様であるため、ここでの説明は繰返さない。
【０２１１】本実施の形態においても、ユーザは、ドク
ター用ＰＣ７における処理によって得られた情報を、Ｐ
Ｃ３を用いて閲覧することができる。ＰＣ３における情
報の閲覧処理は、第１の実施の形態において、図１２に
示される表示画面の図を用いて説明された閲覧処理と同
様であるため、ここでの説明は繰返さない。
【０２１２】第２の実施の形態においては、生体情報と
して血糖値の情報を送信するので、図９の画面２０２に
おいて血糖値を選択する。これによって、医師から入力
され更新された診断結果等の情報が読出され、ＰＣ３の
表示部３４に表示される。
【０２１３】第２の実施の形態における生体情報測定シ
ステムが上述の如く作用することで、第１の実施の形態
における生体情報測定システムと同様の効果を得ること
ができる。
【０２１４】さらに、上述の生体情報測定システムにお
いて、生体情報測定機は、血圧計１または血糖計８に替
えて、体脂肪率測定計、尿糖値測定計などの生体情報を
測定する機器であっても、同様の効果を得ることができ
る。
【０２１５】なお、上述の生体情報測定システムおよび
生体情報測定機が行なう生体情報測定方法を、プログラ
ムとして提供することもできる。このようなプログラム
は、コンピュータ読取り可能なプログラムである。
【０２１６】プログラムは、コンピュータに付属するフ
レキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＲＡＭお
よびメモリカードなどの記録媒体にて記録させて、プロ
グラム製品として提供することもできる。あるいは、コ
ンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体に
て記録させて、プログラムを提供することもできる。ま
た、ネットワークを介したダウンロードによって、プロ
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グラムを提供することもできる。
【０２１７】提供されるプログラム製品は、ハードディ
スクなどのプログラム格納部にインストールされて実行
される。
【０２１８】なお、プログラム製品は、プログラム自体
と、プログラムが記録された記録媒体とを含む。
【０２１９】今回開示された実施の形態はすべての点で
例示であって制限的なものではないと考えられるべきで
ある。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求
の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味お
よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  第１の実施の形態における生体情報測定シス
テムの構成を示す図である。
【図２】  血圧計１の外観の具体例を示す図である。
【図３】  血圧計１のハードウェア構成の具体例を示す
機能ブロック図である。
【図４】  血圧計１の回路構成の具体例を示す回路ブロ
ック図である。
【図５】  ＰＣ３の構成の具体例を示す図である。
【図６】  ホストコンピュータ６の構成の具体例を示す
図である。
【図７】  ドクター用ＰＣ７の構成の具体例を示す図で
ある。
【図８】  血圧計１における処理を示すフローチャート
である。
【図９】  ＰＣ３における情報の送信処理を、ＰＣ３の
画面表示の遷移において示す図である。
【図１０】  送信用のファイルの具体例を示す図であ
る。
【図１１】  ドクター用ＰＣ７における処理を示すフロ
ーチャートである。
【図１２】  ＰＣ３における情報の閲覧処理を、ＰＣ３
の画面表示の遷移において示す図である。
【図１３】  変形例における血圧計１’の外観の具体例
を示す図である。
【図１４】  第２の実施の形態における生体情報測定シ
ステムの構成を示す図である。
【図１５】  血糖計８の外観の具体例を示す図である。
【図１６】  図１５に示される矢視Ａ－Ａ図である。
【図１７】  血糖計８の入力画面８３の表示の具体例を
示す図である。
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【図１８】  血糖計８のハードウェア構成の具体例を示
す機能ブロック図である。
【図１９】  血糖計８における処理を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
１，１’  血圧計、２  メモリカード、３  パーソナル
コンピュータ、４  カードリーダ、５  ネットワーク、
６  ホストコンピュータ、７  ドクター用パーソナルコ
ンピュータ、８  血糖計、１１  カフ、１２  血圧計の
マイクロフォン、１３  プローブ、１４  場所入力画
面、１５  スタートボタン、１６  血圧計の表示画面、
１７  血圧計のメモリカード挿入口、１８  状況入力画
面、１９血圧計の外部接続部、２０  血圧計のスクロー
ルボタン、２１  血圧計の設定ボタン、２２  加圧ボタ
ン、３１  パーソナルコンピュータの制御部、３２  パ
ーソナルコンピュータの通信部、３３  パーソナルコン
ピュータの入力部、３４パーソナルコンピュータの表示
部、３５  パーソナルコンピュータの記憶部、６１  ホ
ストコンピュータの制御部、６２  ホストコンピュータ
の通信部、６３ホストコンピュータの記憶部、７１  ド
クター用パーソナルコンピュータの制御部、７２ドクタ
ー用パーソナルコンピュータの通信部、７３  ドクター
用パーソナルコンピュータの入力部、７４  ドクター用
パーソナルコンピュータの表示部、７５  ドクター用パ
ーソナルコンピュータの記憶部、８０  血糖センサ挿入
口、８１  血糖センサ、８２  血糖計のマイクロフォ
ン、８３  入力画面、８４血糖計の表示画面、８５  血
糖計のメモリカード挿入口、８６  血糖計の外部接続
部、８７  血糖計のスクロールボタン、８８  血糖計の
設定ボタン、８９  送信ボタン、１０１  血圧計の制御
部、１０２  表示部、１０３  ＯＮ／ＯＦＦスイッチ、
１０４  場所／状況設定スイッチ、１０５  メモリカー
ドＲ／Ｗ部、１０６  駆動部、１０７  測定部、１０８
  血圧計の計時部、１０９  環境センサ、１１０  通信
接続部、１１１  音声入力部、１１２  血圧センサ、１
１３  増幅回路、１１４，１１６  Ａ／Ｄ変換回路、１
１５  増幅回路／フィルタ回路、１１７  表示回路、１
１８  メモリ回路、１１９  通信Ｉ／Ｆ回路、８０１  
血糖計の制御部、８０２  測定値表示部、８０３  測定
場所／状況表示部、８０４血糖計のバッテリー、８０５
  センサ装着部、８０６  カード装着部、８０７血糖計
の計時部、１０１１  血圧計の内部メモリ、１０１２  
血圧計のバッテリー、８０１１  血糖計の内部メモリ。
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